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■
特
集
1
「
で
き
る
こ
と
か
ら
『
出
掛
け
る
』
を

サ
ポ
ー
ト
」
が
面
白
か
っ
た
。
心
の
バ
リ
ア
フ
リ

ー
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
読
ん
で
福
祉
の
仕
事
に
役
立

て
た
い
。 

（
40
代
男
性
・
世
田
谷
区
）

■
特
集
１
「
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
」。
仕
事
は
な
ん

で
も
そ
う
で
す
が
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
方
も
体

を
こ
わ
さ
な
い
程
度
に
や
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
自
分
の
心
身
と
も
に
健
康
で
あ
る
こ

と
が
大
事
な
の
で
。 

（
40
代
男
性
・
世
田
谷
区
）

■ 

武
蔵
野
の
学
校
給
食
を
見
て
、
小
学
校
時
代

の
給
食
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
月
～
木
曜
は
パ
ン

食
で
、
金
曜
は
米
飯
が
出
て
お
い
し
か
っ
た
こ
と
。

あ
の
時
代
は
献
立
を
作
る
の
も
大
変
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。 

（
60
代
男
性
・
武
蔵
野
市
）

■K
not

の
遠
藤
社
長
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
面
白

か
っ
た
で
す
♪
武
蔵
野
市
な
ら
で
は
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
毎
回
楽
し
く
読
ん
で
い
ま
す
！

 

（
30
代
女
性
・
武
蔵
野
市
）

■
玉
川
上
水
や
そ
の
分
水
に
つ
い
て
の
特
集
（
ふ

る
さ
と
歴
史
館
と
の
コ
ラ
ボ
）
を
載
せ
て
ほ
し
い
。 

 

（
70
代
男
性
・
武
蔵
野
市
）

■
来
月
、
2
年
住
ん
だ
吉
祥
寺
か
ら
葛
飾
区
へ
引

っ
越
す
こ
と
に
な
り
寂
し
い
で
す
。
毎
号
楽
し
み

に
し
て
い
た
の
で
、
ま
た
来
る
際
に
は
手
に
取
っ

て
持
ち
帰
り
ま
す
!! 

（
30
代
女
性
・
武
蔵
野
市
）

■
「
武
蔵
野
ス
ケ
ッ
チ
物
語
」「
む
さ
し
の
ス
タ
イ

ル
」
を
単
行
本
に
し
て
出
版
し
て
ほ
し
い
。

 

（
70
代
男
性
・
三
鷹
市
）

『
季
刊
む
さ
し
の
』
に
寄
せ
ら
れ
た

ご
意
見
・
ご
感
想
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

読
者
か
ら
の
お
便
り

第147号（2024年秋号）より

市公式ホームページ内で
季刊むさしの「イラストMAP」

を公開しています！

2013年から市内のさまざまな場所で、四
季折々の風景を描き続けている武政諒さん。
武蔵野市のホームページ上で公開されてい
るマップのピンをクリックする
と、その場所のイラストとメッ
セージを見ることができます。

第149号（2025年春号）は、
3月21日（金）ごろ発行予定です。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
答
え
い
た
だ
い
た
方
の
中
か
ら
、

５
名
の
方
に
図
書
カ
ー
ド
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

応
募
締
切
：
２
０
２
５
年
２
月
28
日
（
当
日
消
印
有
効
）

PRESENT

WEBでも
回答できます

道路交通法が改正され、令和６年11月1日から自転車のながらスマホや
飲酒運転などに対する罰則が強化されました。

11月から罰則強化！

自転車の
ながらスマホ・飲酒運転禁止

申込方法など
詳細はこちら自転車安全利用講習会の様子

　令和 8 年 5 月までに、113 種類の自転車の交通違反に対して反則金
を納付させる「青切符」制度も導入されます。あなたも知らないうち
に交通違反をしているかも？ 最新の自転車の交通ルールを解説する
講習会で知識をアップデートしましょう！

酒気帯び運転ながらスマホ

●  自転車を運転しながらスマートフォンなど
で通話したり、画面を注視したりする行為。

●  これまでも都道府県公安委員会規則で禁止
されていましたが、道路交通法でも禁止さ
れ、処罰の対象となりました。

6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合：1年以下の懲役または30万
円以下の罰金 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

＊酒気帯び運転
正常な運転ができる
かどうかにかかわら
ず、政令で定める程
度以上にアルコール
を身体に保有する状
態で自転車を運転す
る行為

●  これまでは酒酔い運転（酒に酔って正常な
運転ができない）のみ処罰の対象でしたが、
酒気帯び運転も処罰対象になりました。

●  酒気帯び運転をするおそれのある人にお酒
や自転車を提供したり、運転者が酒気を帯
びていることを知りながら同乗したりする
ことも処罰対象です。

《令和7年1～3月の開催予定》

開催日 場所 開催時間

1月18日(土) 市役所811会議室 ①午前10時
②午後1時30分

各回80分程度
内容はすべて同じ

2月23日(日・祝) スイングホール

3月9日(日) 市役所811会議室

ヘルメット助成券
（2000円）など
受講特典あり！
＊市内在住者のみ

罰則

罰則

お問い合わせ／交通企画課（TEL：0422-60-1860） 22

04




